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平成23年度

国際共同製作による地域コンテンツの海外展開

情報通信利用環境整備推進交付金

Ⅰ

Ⅱ



Ⅲ

Ⅳ



Ⅰ

　公共分野におけるＩＣＴの利活用を促進するため、
情報通信技術面及び人材育成・活用面を中心とした課
題を抽出した上で標準仕様を策定し、全国各地域にお
ける公共的な分野に関するサービスを向上させるとと
もに、効果的・効率的なＩＣＴ利活用の促進を図る。

　地方公共団体（地方公共団体の推薦を受けた第3セ
クター・ＮＰＯ法人も含む。）

（※平成23年度に新規案件は採択しない。）

　平成22年度にも実施した「地域ＩＣＴ利活用広域
連携事業」の成果も踏まえつつ、ＩＣＴ利活用のさら
なる促進を図るため、情報通信技術面及び人材育成・
活用面の課題を抽出した上で標準仕様を策定し、全国
各地域における公共的な分野に関するサービスの総合
的向上を目指す。
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　地域の要請に基づき、総務省からの委嘱を受けた地
域情報化アドバイザーを派遣し、当該地域の情報化を
「基盤」「利活用」「人材」の3つの側面から助言する。「一
次産業・地場産業の振興」「テレワークによる雇用活
性化」「ICT を活用した観光振興」など、地域の要請
に応じて適切な地域情報化アドバイザーを派遣する。
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国際共同製作による地域コンテンツの海外展開

　新成長戦略において、「クール・ジャパンの発信、
輸出、海外展開施策の実施」を通じて、コンテンツ産
業を含めた我が国の産業の国際競争力を図ることが経
済成長に大きく貢献するとされており、本施策につい
ては、日本の各地域の物産・観光資源等を紹介するコ
ンテンツを海外へ発信することにより我が国の認知度
の向上、日本への観光客の増加や地域産品の販売拡大
等、地域活性化の効果が期待されるものである。

地方の放送局や番組製作会社等が、各地の物産・観光資源等を紹介する地域コンテン
ツを海外の放送局と共同製作し、海外の放送局等を介して世界に発信することにより、
地域コンテンツの海外展開を促進する。

平成２３年度予算額　一般会計　９２百万円

　地域の放送局や番組製作会社が、各地域のコンテン
ツ（観光資源等の情報番組）を海外の放送局と共同製
作し、海外の放送局等を介して世界に発信するための
調査・分析等を実施する。

担当課　情報流通行政局情報通信作品振興課　０３－５２５３－５７３９
　　　　総合通信局情報通信連携推進課（一部、地域通信振興課）
　　　　沖縄総合通信事務所情報通信課

施策の背景、課題等 施策の具体的内容
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（1）全体概要
　総合通信局において、地域固有の実情を反映
した地域情報化のための普及活動等を実施する
ものである。

（2）具体的内容
　平成23年度においては、ＩＣＴの利活用に

総合通信局において、地域に密着して先進的なＩＣＴ利活用を中心とした普及・啓発
などを実施。

よる地域社会の活性化や地域諸課題の解決を促
進するため、総合通信局の職員が、各地域に赴
き、先進的なＩＣＴ利活用を中心とする優良事
例や国の関連施策の周知・啓発、広域連携をは
じめとしたＩＣＴ導入に係る相談・アドバイス
等の実施により、地域におけるきめ細やかなＩ
ＣＴの効果的・効率的な利活用を促進する。
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地上デジタルテレビ放送への移行に伴い発生した「新たな難視」地区の対策として当
該地区の難視聴解消を目的とするデジタルテレビ中継局の整備及び置局格差を解消す
るための後発民放のデジタルテレビ中継局の整備に対する支援を実施。

　 同一の放送対象地域内にアナログテレビ中継局
の置局格差がある場合に、その格差を解消するため
に後発民放の地上デジタルテレビ中継局の整備を行
う場合に、国がその整備費用の一部を補助　
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（①②については、改修又は、新設に伴い新たに発生する電柱共架料を含む）
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に引き続き、平成23年度にお
ても
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　平成22年度地方債同意等基準（抄）
　　　　　　　　　　　　［平成22年総務省告示第133号］

第二　協議団体に係る同意基準
　二　協議に当たっての事業区分
　　１　一般会計債
　　(6)辺地及び過疎対策事業

イ　辺地対策事業については、辺地に係る公
共的施設の総合整備のための財政上の特別
措置等に関する法律（昭和37年法律第
88号）第3条第1項の規定による総合整
備計画に基づいて実施する公共的施設の整
備について市町村が必要とする経費を対象
とするものとする。

ロ　過疎対策事業については、過疎地域の市
町村が過疎地域自立促進特別措置法（平成
12年法律第15号）第6条第1項の規定に
よる過疎地域自立促進市町村計画に基づい
て行う同法第12条第1項に定める出資及
び施設の整備につき当該市町村が必要とす
る経費及び同法第12条第2項に定める地
域医療の確保、住民の日常的な移動のため
の交通手段の確保、集落の維持及び活性化
その他の住民が将来にわたり安全に安心し
て暮らすことのできる地域社会の実現を図
るため特別に地方債を財源として行うこと
が必要と認められる事業として過疎地域の
市町村が過疎地域自立促進市町村計画に定
めるもの（当該事業の実施のために地方自
治法第241条の規定により設けられる基
金の積立てを含む。）の実施につき当該市
町村が必要とする経費を対象とするものと
する。
　ただし、同法第12条第2項の規定に基づ
く地方債については、同項に基づき算定した
額の範囲内の額を対象とするものとする。

平成22年度地方債同意等基準運用要鋼等について（抄）
［H21.4.1 付総財地第79号、総財公第34号、総財務第131号］

第一　簡易協議等手続に関する事項
　二　一般会計債に関する事項
　　6　辺地及び過疎対策事業
　　(1)辺地対策事業

(ハ)　電気通信に関する施設とは、難視聴解消
若しくは地上デジタル放送対応のための放送
局に係る施設の整備事業、無線システム普及
支援事業として行う移動通信無線局に係る施
設整備事業、ブロードバンド・ゼロ地域解消
事業として行う施設整備事業、その他の辺地
の格差是正等のために必要な事業をいうもの
であり、例示すると次のとおりであること。
a　有線放送電話業務及び有線ラジオ放送
業務並びに有線テレビジョン放送に係る
施設・設備（難視聴解消のための共同受
信施設を含む。）
b　電波遮へい対策事業費等補助金を受け
て実施する共聴施設（受信障害対策共聴
施設を除く。）の新設又は改修に係る施
設・設備、又は別に定めるところにより
単独事業として実施する共聴施設の改修
に係る施設・設備
c　難視聴解消のため、一般放送事業者、総
務大臣若しくは都道府県知事の設立認可を
受けた情報通信格差是正事業法人が設置す
る、又は電波遮へい対策事業費等補助金を
受けて整備する放送法（昭和25年法律第
132号）第2条第3号に基づく放送局に係
る施設・設備
d　電波遮へい対策事業費等補助金の交付を
受け、又は別に定めるところにより単独事
業として実施する電波法（昭和25年法律
第131号）第2条第5号に基づく無線局の
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うち移動通信無線局に係る施設・設備
e　地域における公共施設等を結ぶ情報通信
ネットワークを活用して超高速インター
ネットアクセスを可能とする加入者系光
ファイバ網その他の高速・超高速インター
ネットアクセスを可能とする通信施設・設
備、又は別に定めるところによりブロード
バンド・ゼロ地域解消事業として電気通信
事業者が設置する施設・設備
f　電気通信事業法（昭和59年法律第86
号）に基づく端末設備及び電気通信設備並
びにこれら設備の設置に係る施設・設備
g　電波法第2条第3号に基づく無線電話

平成22年度における過疎対策事業債の地方債同意等
基準運用要鋼について（抄）
　　　　　　　　　　　　　［H22.4.22 付総財務第144号］

7　過疎対策事業の対象事業は、法第12条第1項及
び第2項並びに過疎地域自立促進特別措置法施行令
（平成12年政令第175号）第6条に、それぞれ定
められているところであるが、その留意事項は、次
のとおりであること。
ニ　電気通信に関する施設とは、難視聴解消若しく
は地上デジタル放送対応のための放送局に係る施
設の整備事業、無線システム普及支援事業として
行う移動通信無線局に係る施設整備事業、ブロー
ドバンド・ゼロ地域解消事業として行う施設整備
事業、その他の辺地の格差是正又は過疎地域の自
立促進等のために必要な事業をいうものであり、
施設を例示とすると次のとおりであること。

(イ)　有線放送電話業務及び有線ラジオ放送業務並
びに有線テレビジョン放送に係る施設・設備（難
視聴解消のための共同受信移設を含む。）
(ロ)　電波遮へい対策事業費等補助金を受けて実施
する共聴施設（受信対策共聴施設を除く。）の新
設若しくは改修に係る施設・設備、又は別に定め
るところにより単独事業として実施する共聴施設
の改修に係る施設・設備
(ハ)　難視聴解消のため、一般放送事業者、総務大
臣若しくは都道府県知事の設立認可を受けた情報
格差是正事業法人が設置する、又は電波遮へい対
策事業費等補助金を受けて整備する放送法（昭和
25年法律第132号）第2条第3号に基づく放送
局に係る施設・設備
(ニ)　電波遮へい対策事業費等補助金の交付を受
け、又は別に定めるところにより単独事業として
実施する電波法（昭和25年法律第131号）第2
条第5号に基づく無線局のうち移動通信無線局に
係る施設・設備
(ホ)　地域における公共施設等を結ぶ情報通信ネッ
トワークを活用して超高速インターネットアクセ
スを可能とする加入者系光ファイバ網その他の高
速・超高速インターネットアクセスを可能とする
通信施設・設備、又は別に定めるところによりブ
ロードバンド・ゼロ地域解消事業として電気通信
事業者が設置する施設・設備
(ヘ)　電気通信事業法（昭和59年法律第86号）に
基づく端末設備及び電気通信設備並びにこれら設
備の設置に係る施設・設備
(ト)　電波法第2条第3号に基づく無線電話



情報通信利用環境整備推進交付金

　平成２３年度　一般会計　2,400百万円

②　超高速ブロードバンド未整備地域
③　整備対象地域において利用世帯数が充分に
　　見込まれる地域

（３）補助率：１／３
（４）補助対象

①本体施設（光電変換装置、線路設備、ヘッド
エンド装置、無線アクセス装置　等）
②附帯施設（局舎施設、電源供給施設、構内伝
送路　等）

担当課　総合通信基盤局電気通信事業部高度通信網振興課　０３－５２５３－５８６６

　過疎債、辺地債、合併特例債　等

地方財政措置

（１）対象者
①市町村
②合併市町村又は連携主体

（２）対象地域等（以下の条件を全て満たす地域）
①　過疎等の条件不利地域を含む地域

施策の概要

　すべての世帯でのブロードバンドサービス利用の実
現を目指して、超高速ブロードバンドの利活用向上を
念頭に置きつつ、利活用の基盤となるインフラ整備を
促進するため、教育・医療等の公共アプリケーション
の導入を前提とした超高速ブロードバンド基盤整備を
実施する地方公共団体を支援します。
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自治体クラウド

（現行） （移行後）　総務大臣を本部長とし、関係部局が一丸となって自治
体クラウドを総合的かつ迅速に展開するため「自治体ク
ラウド 推進本部」を設置しました。
（平成22年7月30日） 

　地方公共団体における行政コストの圧縮や実質的な業務の標準化の進展、住民サー
ビスの向上のための電子自治体の確立に向け、地方公共団体業務に対するクラウドの
導入に向けた取組を支援します。

推進本部の設置 クラウド導入のイメージ

　平成23年度は、地方公共団体における行政コストの
圧縮や実質的な業務の標準化の進展、住民サービスの
向上のための電子自治体の確立等に向けた取組を支援
するため、複数の地方公共団体による情報システムの集
約と共同利用に向けた計画策定や情報通信基盤の整備
構築に対し、特別交付税等の財政措置を講ずることとし
ています。 

クラウド化に対する支援

　平成23年度は、自治体クラウドへ移行する団体をモデル団体として、移行に係る具体的な課題の抽出と解決への
取組みを実施し、市区町村が自治体クラウドへの移行に際して解決しなければならない諸課題について、モデル団体
での実証を基に検証を行い、その成果を全市区町村で共有することとしています。

自治体クラウド・モデル団体支援事業（予定）
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市町村が行う辺地共聴施設設備事業（国庫補助）
に対し、道府県が交付した補助金の額及び市町村

負担額に 0.3（加入世帯が 20 世帯以下の事業は
0.5）を乗じて得た額
●ケーブルテレビ幹線対策に要する経費
ケーブルテレビ幹線対策事業（国庫補助）に対し
道府県が交付した補助金の額及び市町村負担額に
0.5を乗じて得た額
●デジタル受信機等支援事業に要する経費
道府県及び市町村が行うデジタル受信機等支援事
業（単独事業）に対し、道府県及び市町村負担額
に0.5を乗じて得た額





　地域情報プラットフォームとは、様々な情報システムが連携して業務を処理することを目指すものであり、
情報システム同士の連携を実現させるために各情報システムが従うべき業務面や技術面のルール（標準仕様）
のことです。
　地域情報プラットフォームの狙いは、それぞれの地方公共団体において、情報システム同士を連携させるこ
とにより、地方公共団体の情報システム改革（情報システムの効率化）を実現することです。地方公共団体に
おける地域情報プラットフォームを活用したシステム再構築は、情報システムに係るコストの削減、行政業務
の効率化、住民サービスの向上につながるものであり、地方公共団体において情報システムの役割が大きなも
のになっている現状を踏まえると、行財政改革のカギを握るものであると考えています。
　また、地域情報プラットフォームの次の段階として、一つの地方公共団体の内部で情報システムを連携させ
るだけでなく、地方公共団体、国、民間の様々な情報システムを連携させることにより、地域において、より
便利で効率的なサービスを実現することを目指しています。

　地方公共団体においては、地域情報プラッフォームを導入することにより、次で述べるような効果が期待さ
れます。
　①　住民サービスの向上

　システム間連携が実現することにより、住民にとっては、関係する複数の手続を一つの窓口で済ませ
たり、一回の電子申請で済ますことができるようになります。さらに、今後、他の地方公共団体、国及
び民間との団体間連携も実現していくことにより、より便利で効率的なサービスを提供することが可能
となります

　②　業務の効率化
　システム間連携が実現することにより、あるシステムからデータを紙に出力し、別のシステムに手作
業で入力する等、データの重複入力や重複管理などの無駄が省略され、業務が効率化されます。

　③　情報システムに係るコストの削減
　地域情報プラットフォームというオープンな標準仕様を採用することにより、ベンダー間の競争環境
が確保されます。これにより、特定ベンダーによる囲い込みが解消され、調達コストが削減されます。
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　地域情報プラットフォームについては、（財）全国地域情報化推進協会（APPLIC）において、２７業務に係る業務面
のルール及び技術面のルールを定めた「地域情報プラットフォーム標準仕様書（APPLIC-0010-2010）」が策定さ
れています（URL　http://www.applic.or.jp）。この標準仕様書には、地方公共団体内部でのシステム間連携に必要
なルールが定められています（今後、複数団体間のシステム間連携に必要なルールを追加していく予定）。
　総務省では、ベンダーに地域情報プラットフォームに準拠した製品の提供を、地方公共団体に地域情報プラットフォー
ムを活用したシステム再構築を促進しており、多くの地方公共団体において、地域情報プラットフォームを活用したシス
テム再構築の検討・取組が始まっています。
　総務省では、地域情報プラットフォームを活用したシステム再構築について、APPLICと連携しながら、情報提供、助言、
相談対応等の支援を行います。

　また、APPLIC では、地方公共団体がシステム機器等のリース満期や法改正に合わせたタイミングでの業務の見直
し等、システム再構築の際に地域情報プラットフォームを活用していただく為に 「地域情報プラットフォームを活用した
業務改善とシステム調達の手引き」を刊行し普及に努めています。更に防災分野、医療・健康・福祉分野、教育分野等
を対象に、公共ネットワークを活用した公共アプリケーションについて、地域情報プラットフォームに準拠した標準仕様
の策定、その活用方法の検討等が行われています。

　現在、総務省では、行政コストの大幅な圧縮、行政サービスの質の向上及び実質的な業務の標準化を図ることを
目的に自治体へのクラウド導入を促進しています。自治体クラウドの導入にあたっても、地域情報プラットフォー
ムを活用していくことにより、異なるクラウド間等の連携も含む様々なシステム間のスムーズな連携が実現し、業
務の効率化や行政手続のワンストップサービス等、住民の利便性向上を図ることができます。 

自治体クラウドへの対応





　②



　③



　電子自治体の構築に総合的に対応できる知識・スキ
ルを有する人材の育成のために、ＩＴガバナンスの強化
及びＩＴ投資の評価及び業務システムの最適化、調達運
用設計等の自治体ＣＩＯに求められるスキル向上を目
的としています。

平成23年度に開催する講座（予定）

ＩＴ投資評価・ガバナンス編

　６年間であわせて１８講座を実施しており、のべ３５３
名（１２４団体）が研修を修了しています。平成２３年度か
らは、平成２２年度までの４コースの実績を活かし、継
続性と整合性を持たせた上でよりニーズの高い課程を
選定し、下記の２コースにて実施する予定です。

ＩＴガバナンスの必要性と全体像からＩＴ政策・ＩＴ投資の評価などにおける
地方自治体が直面する課題について、技術的な観点だけでなくプロジェクト
マネジメントといった管理的視点も学べる講座

全体最適化と調達・運用設計編

情報システム最適化の考え方から手法、システム調達や運用設計などにおけ
る問題や課題の分析など実践的な内容に重点をおいた講座
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標準の対象床面積を5年間

20億円］
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